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第 3検討部会 会議録 

会議の名称  第 23回 第 3検討部会 

開 催 日 時  平成 20年 9月 19日（火）午後 18時 30分から 20時 50分 

開 催 場 所  川口市職員会館 講座室Ｂ 

出 席 者  
（部会長代理） 鈴木委員 
（委 員）佐々木委員、増田委員、松本委員、浅羽委員、伊田（清）委員

会 議 内 容  

・第 7回運営調整部会（9/8開催）の報告 
・市民フォーラムの報告 
・素素案（たたき台）について 
・対話集会について 

会 議 資 料  ・第 7回（9/8開催）運営調整部会資料 

発 言 内 容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 市民フォーラム報告 
（伊田清委員から） 
・全体で２７６名の参加があり、盛況裡に幕を閉じることができた。 
・参加者は熱心に聴いてくださり、アンケートの結果からもわかるように

内容について概ね理解をいただいた。 
 
２．運営調整部会の報告と起草作業メンバーについて 
（鈴木委員から） 
・編集委員会の役割としては、現在行っている素素案の作成で一応終了と

なる。その後、素案への起草作業を別組織で検討することとなった。 
・この起草作業を、委員 3～4 人で構成するメンバーで実施する予定であ
る。どのような委員構成が望ましいか各部会で検討するよう宿題が出て

いる。各部会から 1名という枠にこだわらず、また、議員は除くという
ことを運営調整部会で了承されている。部会長がこの 3～4人に含まれる
のか、3～4人以外の枠で入るのかは未定である。 
・最終的に人選は、各部会で検討いただいた結果をもとに立石会長、鈴木

編集委員長、各部会長 5名の合計 7名で行うことも運営調整部会で了承
された。 
・あまり今まで編集委員会や運営調整部会に関わっていない委員がいきな

り起草作業メンバーに加わるのは難しいのではないか。編集委員会のメ

ンバーが入るべきではないか。 
・部会長から 1人、編集委員から 1人、運営調整部会から 1人がいいので
はないか。 

 
３．対話集会について 
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・人数は 20名程度を想定している。30名以上となると実質的な対話がで
きない。 
・内容や進め方は部会に任せられている。 
・司会進行、挨拶（経緯、趣旨の説明）、自治基本条例の説明、たたき台の

説明、という 4つの流れが基本となる。 
・司会進行：伊田さん、自治基本条例の説明：佐藤先生、たたき台の説明：

鈴木委員、という流れでよいのではないか。 
・先行して実施される対話集会の様子を踏まえて伊田委員が進め方の案を

作成する。 
・進め方についての相談を、第 2回対話集会、10/14（火）中央ふれあい館
で行うことにする。 

 
４．素素案のたたき台について 
１）名称 
・3つの案が残っている。決める方法が問題である。 
 
２）前文 
・第 1検討部会から、加筆修正はこれ以上できないという意見が出ている。
・第 4検討部会から簡素な前文が出ている。これを参考に第 3部会は考え
ればよいのではないか。 

 
３）総則 
（鈴木委員より説明） 
（１）名称 
・全ての基本という意味で「川口市基本条例」がよいのではないか。他の

自治体の流行は「自治」が入るが、あえて入れなくてもよいのではない

か。「みんなの」は表現が甘すぎる。 
・「基本条例」では、解説がないと分かりづらいのではないか。 
 
（２）前文 
・第 4検討部会の案は、シンプルでよいと思う。 
・この場では検討せず、各委員で前文を検討し、26日までに事務局に提出
することにする。 

 
（３）総則 
①目的 
・特に意見なし 
 
②条例の位置づけ 
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・第 3部会の意見がそのまま採用されているのでこのままでよい。 
 
③定義 
・「市民」の定義は、これでよいと思う。 
・「自治」の説明について、ここでは市と市民の関係について記載されてい

る。 
・「市民の権利の実現」とあるが、権利は持っているのが前提であるので「実

現」という表現はおかしいのではないか。 
「～基づいて、運営する。」などの表現に変える。 

 
【次回までの検討事項】 
・各委員で市政オンブズマンの設置についての考えをまとめてくること。

・運用検証委員会に関する記載内容についてチェックしておく。第 3部会
はこの部分に力を入れて検討してきたので重点的に検討したい。 

 

次回以降日程 第 24回 9月 22日（月）18:30～ 

 


